
令 和 ４ 年 第 １ 回 五 島 市 議 会 臨 時 会 議 案 表 

（令和４年６月６日提出） 

番    号 事 件 名 ページ 

議案第４６号 令和４年度五島市一般会計補正予算（第１号） 別冊 

報告第 ７ 号 専決処分の報告について（五島市税条例の一部改正について） 1 

報告第 ８ 号 
専決処分の報告について（五島市都市計画税条例の一部改正につい

て） 
4 

報告第 ９ 号 
専決処分の報告について（五島市国民健康保険税条例の一部改正につ

いて） 
6 

報告第１０号 
専決処分の報告について（令和３年度五島市一般会計補正予算（第１

６号）） 
別冊 

報告第１１号 令和３年度五島市一般会計継続費繰越計算について 別冊 

報告第１２号 令和３年度五島市一般会計繰越明許費繰越計算について 別冊 

報告第１３号 令和３年度五島市一般会計事故繰越し繰越計算について 別冊 

報告第１４号 
令和３年度五島市国民健康保険事業特別会計繰越明許費繰越計算に

ついて 
別冊 

報告第１５号 令和３年度五島市水道事業会計予算繰越計算について 別冊 

 



報告第７号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求める。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市税条例の一部改正について 

 

 五島市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市税条例の一部を改正する条例 

 五島市税条例（平成１６年五島市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、

「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第

６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

附則第１０条の２第２項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第

２３項第１号」に改め、同条第３項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第

１５条第２３項第２号」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２４項第３号」を

「附則第１５条第２３項第３号」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第

１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第

２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第７項中「附則第

１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」に改め、同条第８

項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改

め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第

１号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１

５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第２号イ」

を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２

７項第２号ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第１３項中「附
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則第１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条

第１４項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」

に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２

６項第３号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附

則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第３４項」

を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第４２項」を

「附則第１５条第３９項」に改める。 

附則第１０条の３第９項各号列記以外の部分中「熱損失防止改修住宅」を「熱損

失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部

分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同項第４号

から第６号までの規定中「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改

め、同条第１１項各号列記以外の部分中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定

熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱

損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工

事等」に改め、同項第４号から第６号までの規定中「熱損失防止改修工事」を「熱

損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分

の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の五島市税条例の規

定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

第３条 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地

方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 
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報告第８号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市都市計画税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市都市計画税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市都市計画税条例の一部改正について 

 

 五島市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 五島市都市計画税条例（平成１６年五島市条例第７６号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第

３９項」に改める。 

附則第６項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計

画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

 附則第１３項中「第１５項、第３３項、第３４項、第３７項」を「第１４項、第

３２項、第３３項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の五島市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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報告第９号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市国民健康保険税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 

 

- 6 -



専 決 処 分 書 

 

五島市国民健康保険税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 五島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

五島市国民健康保険税条例（平成１６年五島市条例第１３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただし

書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第２５条第１項中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」

に改める。 

附則第４項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の五島市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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